
『中 論』 の

仏教を離れて,論理学,知識論の立場から,

「空」あるいは「空観」という考え方は,興味
深いものである。「空」とは 何かを考える文献
としてナーガールジュナ (青冒樹 Nagarjunaぉ
よそ 150～ 250A.D.)の 『中論』あるいは『中
論頌』 は基本的なものである。『 中論』には,

サンスクリット原典,漢訳,チベ ット訳の形で
いくつかの註釈が残されている。『中論』 本文
が今日伝えられておらず,こ れらの註釈に引用
された偶頌から再構成されたものとして扱われ
ることはさてぉぃても, これらの註釈書は『中
論』の理解に不可欠である。したがってサンス
クリット語,チ ベ ット語の知識 な しに は『 中
論』の本格的研究は成 りたたないのである。筆

者はこの両語を知らないので,こ の小論は文献
的に致命的欠陥をもつ。研究ノー トとした所以
である。

しか し幸いなことに,本文の和訳, 漢訳,D
註釈の一部の和訳,漢訳2)は

与えられている。
それらを参考に,知識論一般の視野のもとに ,

『 中論』の論理構造を検討 してみた試論がこれ
である。

(1)

仏教と縁起

仏教思想の中心を縁起にお くことはこれまで
広 く行われてきた。仏教は縁起という見方,枠
組みで世界をとらえようとするものになる。し
かしそれでは縁起 とは何か とな る と,その解
釈,意味は複絶でぁる。縁起をどのようにとら

えどのようなものとして説明するかによって,

原始仏教から部派仏教,大乗仏教に至る様々な
学派が成立するともいえる。その中で古 くから
引用され,縁起の 1つ の型を示してぃるのが ,

「此あるときに彼あ り,此生ずるに よ り彼 生
ず。此なきとき彼な く,此の滅するにより彼滅
す」と表現される彼此縁起 とよばれるものであ
る。これを縁起の基本とすれば,こ の此と彼を
具体的に何にするか,そ してその結びつき,関
係をどこにおいて,ぃかにとらえるかにより,

縁起の具体的解釈が決まるといぇる。ここでぃ
われていることはさらに一般的にとらえれば ,

ものあるいはことがらAを説明するのに,Aと
は異なるB(例えばAの原因,構造)を立て,

Aの生滅をBの生滅で扱お うとするゃ り方とい
つてよい。

例えば,仏陀の最初の説法であったと伝えら
れる「四聖諦」をみてみる。四聖諦とは, この
世は苦であること (苦諦), この世が 苦である
については原因があ り,それは渇愛であること
(集 諦), したがって原因である渇愛を滅すれば
苦も滅 すること (吉滅諦), そのためにはいわ
ゆる八正道の実践が必要で あ る こ と (苦滅道
諦), の 4つの真理をさす。 ここで苦が渇愛に
よって分析されてお り,渇愛の滅が苦の減であ
ることが示されるのである。 1つ の縁起説であ
るといぇる。

「十二因縁」についてもそ うでぁる。無明 ,

行,識,名色,六入夕触, 受, 愛, 取, 有 )

生,老死と12支並べておいて,無明が生ずる故
に行が生ずると進み,最後に老死が生ずると原

繁原荻



―Zびσ一 国際商科大学論叢 商学部編 第 32号

因結果の連鎖を示したものである。あいだの過

程をとばせば,無明が生ずる故に老死が生ずる

0頂観),つ まり老死を無明に於て説明した うえ

で,無明がな くなれば老死もな くなる (逆観)

とするのである。これもまた縁起の型にはまっ

ている。

これらは原始仏教における例であるが,部派

仏教,特に説一切有部はまたちがった縁起観を

もつ。有部は法の実在をい う。有部でい う法と

は,現象を分析してい くつかのカテゴリーを立

て,それを実体化 したものであるとヽヽ って よ

い。様々な法はまず無為法 (生滅変化を超えた

常住絶対のもの)と 有為法 (原因,条件によっ

て作られた生滅する事物)に分けられ,有為法

がまた色法 (物質的なもの),フは、王 (ッ は、の当体),

″は、所有法 (心の はたらき), フは、不相応行法 (″ は、

に伴わないもの)に分けられる。色法には眼 ,

耳,鼻などの感覚器官とそれらの対象である色

境, 声境他が属し, フは、所有法 に は受 (感受作

用),想 (表象作用),欲念,信,勤,断,悦 ,

法逸,不信,無断,恨 (う らみ),嬌,窓 (い き

どお り),食 (む さば り),疑などあらゆるソは、の

作用がはいる。心不相応行法には,物質とも,

″と、作用ともい え な い, 命根 (寿命), 生 (生

起),住 (存続),異 (変化),滅 (消滅),名 身

(単語),句 身 (文章)な どが属する。空間と湿

果は無為法とよばれる。以上を五位七十五法と

よぶがこういった単に物質現象だけではない様

々なカテゴリーが,同等に法として実体化され

る。法は現象の究極要素であ り,現象の変化に

かかわらずそれ自体で成立しつづけている本質

的なものなのである。

有部によれば,現象世界,つ まり我々も含め

て我々の周囲の存在,事物は,こ れらの法の離

合集散によって成立する。諸法のある 1つの集

合 (こ れが現象)は現在の一瞬において生じ,そ
して滅するから現象としては無常である。しか

し法自体はその集合 (現象)カミ生ずる前も後も

それ自体として持続 している。三世実有,法体

E有 といわれる。さらにいかなる法の集合が現

実に生ずるかは,現に集合している法以外の法
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によって決まる。これが,因 とか縁であるが ,

今 回我 々が言 う原因よ り広い概念である。一番

広 くとれば今集合している法以外はすべてその

集合成立の 原因と考え うるし (増上縁), 時間

的に先立つ因もあれば同時の原因 (例えば′は、と

その作用)も ある。これらは六因とか四縁とし

て分類される。有部ではこのように現象を法と

その集合として説明する。現象の説明を他のも
のすなわち法によって行っている意味で,こ れ

は有部の縁起解釈といってよい。

大乗諸派においても,ア ーラヤ縁起,法界縁

起など,縁起に対するそれぞれの解釈がその学

派を特色づける。ここで扱お うとしてぃる『中

論』あるいは中観派においても,縁起は特に有

部の法実有の立場を批判するかたちで,独特に

解釈される。次の帰敬侶によって八不の縁起 ,

不生不滅等の縁起とよばれるものである。

「滅することな く (不滅), 生ずるこ とな

く (不生),断滅ではな く (不断),常住では

なく (不常),同一であることな く (不一),

果っていることな く (不異), 来ることなく

(不来), 去ることのない (不去), 戯論が寂

滅してお り,吉祥である,そのような縁起を

説示された, ブッダに, もろもろの説法者の

なかで最もすぐれた人として私は敬礼する。」

(帰敬偶)。
3)

この八不の縁起は現代的には,相依相待,依
存性,相依性 (相互依存)の ことであると説明

される。たとえば『中論』の本文でtよ 次のよう

にいわれる。

「行為者は行為に縁って,ま た行為はその

行為者に縁って起る。それ以外の成立の原因

をわれわれは見ない」 (8.12)。
4)

「特質 (相)カミ現われ出ないときには,特
質づけられるもの (可相)は成 り立たない。

また特質づけられるものが成 り立たないとき

には,特質もまた生じない」 (5.4)。

「これらのものに縁 って (結果が)生ずる

といわれるとき,こ れらのものは縁であると

いわれる。結果が生じないかぎりにおいてこ

れらは非縁 といわざるを得ない」 (1.5)。



しかし相依相待は簡単ではない。一般的に言
えば相依相待,互に依存し合うというのは2つ
あるいは 2つ以上のものの間の関係である。そ
れは因果的つながりであったり,長 と短の如き
論理的関係であったりしよう。ぃずれであって
も,関係はそれを構成する要素を前提とし,そ
してそこに生ずるものであるとするのが通常の
立場でぁる。しかし関係のこうぃった説明は,

法という自立的存在があり,その上にそれらの
関連として現象が生ずるといぅ,有部的なもの
である。これに対して相依相待とはこうぃうも
のではないとするのが『中論』の主張の眼目な
のである。

√中
論』において批判的に扱われるのは, こ

のものを前提としてそして関係が生ずるとされ
るこの点なのである。それについて代表的な 3
つの説明をみてみたい。まず安井広済博±5)は

,

先にあげた8.12の「作者 (行為者)は業 (行為)

によりて,業は作者に縁 りて生起する」の掲を
とりあげ,「業によりて作者が生起する」という
のは,行為が生じているからそれを原因として
それに対して,行為の主体を考えることができ
ると言うことで, これは旧来から言われていた
縁起法である。これに対して寵樹は「作者によ
って業が生起する」という逆の縁起関係をつけ
加える。すなわち「だ樹の相依相待の縁起説は
業によりて作者が生起するという一般的縁起説
によって,主観の観念である作者 (人)の 自性
を奪うと共に,〈作者によって業が生起する〉
という逆の縁起の関係によって,客観的原因で

ある業 (法)の 自性を奪おうとする ものであ
る, と考えられてくる。要するに作者は業に縁
り,業は作者に縁りて生起し, したがって作者
なる人は業なる法がなければ成立しない無実体
な観念であるが,業なる法は,作者なる人がな
ければ成立しない無実体な存在なのであって,

このような人法の二無我を示そうとす る体 系
が,寵樹の相依相待の縁起説にほかならない」
とする。

中村元博±6)は , 同 じ偏を引用 し, さ ら に

『 プラサンナパダー』を併用 しなが ら,『中論』
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3唇予娼渡握倭螢をそュをな魯岳言と畳を二法
でも,他のものBに よって生じたのでも,A,
Bと もに存在するところに生じたのでも,ま た
原因なく生じたのでもなく,相依性という意味
での縁起によってのみ成立するの意味である。

さらに梶山雄一博±7)は ,「ナーガールジュ
ナは因果関係ゃ論理関係を主張したゎけではな
いoた とえば有部がそれらを説いたょぅな仕方
で,ナ ーガールジュナが依存関係があるといっ
たわけではない。実際は彼はそのように有部的
に解釈されたこの2つの関係を否定してぃるの
である。彼がいったことは本体を国執する立場
では因果関係も論理関係もなりたたない,と い
うことである。本体をもったものの間にある依
存関係を否定して,関係一般というものは同一
とか別異とかの本体をもたないものの間にしか
なりたたない, といってぃるのである」として
いる。

これらにおいて述べられているのは,縁起な
る依存関係においては,縁起を構成する要素は
自性のないもの,あらかじめ生じていたのでは
ないもの,本体をもたないものでなければなら
ないことでぁる。ここでこの 3者は同義語であ
る。自性をもたないものを無自性というから,

このコトバで 3者を代表させれば,縁起を成立
させる要素は無自性でなければならない,無 自
性による縁起といぅのが,八不の縁起の要′くに
なる。

か くて『中論』の縁起の説明には,自性,無
自性なる概念が重要になるが,自性については
15.1,15.2で次のように言われている。

「自性がもろもろの縁と因とによって生ず
るということは, 正しくない。 自↑生が因と縁
とによって生じたものならそれはつくられた
ものである,と いぅことになるで あ ろ う」
(15,1)。

「さらに また, ど うして, 自性カミつ くられ
たもの,と いうことがぁるであろうか。なぜ
ならば,自性とは,つ くられたものではない
ものであり,ま た他に依存しないものなので
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あるから」 (15.2)。

これによれば,自性は因縁によって生じた (作

られた)のでないものであることになる。した

がつて因縁によって生ずる (作られる)も のが

無自性になる。関係 (縁起)に よって作られたも
のは無自性であることになる。

さらに縁については次のように言われる。

「およそ縁によって存在しているものは何

ものも,すべて自性としては寂滅している。

それ故,現に生じつつあるものも,寂滅して

おり,生そのものもまた同様である」(7.16)。

「もし汝が, もろもろの存在は自性として

実在する,と 認めるならば,それならば,汝
は, もろもろの存在を因縁の無いもの,と 見

ているのである」 (24.16)。

「どのようなもの (法)であろうと,縁起

しないで生じたものは,存在しない。それゆ

え,実に,どのようなもの (法)で あ ろ う

と,空でないものは,存在しない」 (24.19)。

つまり『 中論』の本文にしたがって,①すべ

てのものは縁起によって生ずる,②縁起によっ

て生じたものは無自性である,がいえる。それ

に先に述べた縁起の説明として,③縁起とは無

自性であるような要素によって成立する相依相

待である,がつけ加わる。

こう考えてきてここに 1つの疑間が生ずる。

②で縁起によって無自性を説明しておいて,そ
の縁起の説明に③の如 く無自性を用いるのは循

環論法ではなかろうかの点である。もっと一般

的にいえば,縁起も相依相待も関係の一種であ

ると仮にして,関係とは通常は要素があってそ

こに成立することがらである。ところがその要

素が,縁起つまり関係によって生ずる (だから

無自性)と することに問題はないだろうかとい

うのである。もしこの疑間が正当であるなら,

縁起は関係の一種として要素を前提 とす る力〔

(有自性),『中論』の縁起は,縁起でありなが

ら要素を前提としない (無 自性)こ とになり,

字義どおりにとればこれは矛盾である。つまり

縁起と無自性は本来両立しないものな のに,

「中論』では両立させていることになる。これ
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に対 して『 中論』の縁起は まさしく矛 盾 を 含

み,その矛盾的なところが特色であるとする言

い方もあろう。しかしこの道はとらずに上の疑
問を生かしつつ,整合的に『中論』の縁起を説

明する別な方式はないだろうかというのが次節
の課題である。3)

(2)

規約性としての縁起

縁起と無自性は矛盾するようにみえる。そこ

でこの矛盾をさけるべ く縁起の意味をもう一つ

とらえなおしてみたい。その際中″は、となるのは

自性 (Svabhava)の概念である。辞書的意味は,

固有の性質, 自己存在性であるが,『中論』で

の意味は他に依存しないでそれ自体で存在する

もの, 法のことである。『 中論』15章は自性に

ついての考察であるが,月 称はその註釈で自性

を定義して,①作 りかえられることの な もヽ も
の,②以前にな くて新たに生成されることのな
いもの,③長短の如 く因と縁に相対 していない

もの,であるとしてぃる。

『中論』はもとよりこうした自性の存在を認

めない。自性は本来成立していないものである

と説 く。しかしながら,現実に我々は自性を認

めて生活している。本来ないにもか か か わ ら

ず,なぜそれはあるようにみえるのだろうか。

15.11に ,「およそ自性をもって存在す る もの

が,〈存在しないのではない〉 とい うならば ,

常住の偏見が,〈以前には存在 していたが, い

まは存在しない〉とい うならば,断滅への偏見

が誤 りとして付随するからである」とあるが ,

これを註釈して月称は,本来存在しない自性を

みるのはたとえば眼病にかかった人が,目 の前

に幻影である毛髪をみるが, これは眼病にかか

っていない人にとっては存在 しない もの で あ

る,と の喩をだす。
9)こ こで,毛髪が自性であ

り,眼病病みは自性の存在を認めている者をさ

すとして, この眼病とは何であろうか。仏教的

にはそれは迷いであろ う。迷いとは真実をみて

いないことであ り,その原因は執着,煩悩にあ



る。

『中論』18.5ヤコま次のようにある。

「業と煩悩とが滅すれば,解脱がある。業

と煩悩とは,分析的思考 (分別)から起る。

それらは戯論から起る。しかし戯論は空性に

おいて滅せられる」

ここで分別 (vikalpa)ャ ま, 分けること, 区別
して考えることである。戯論 (prapanca)は ,

コトバのおこるもとである分別が言語の上にあ
らわれることをさす。戯論はまた「言語的多元
性」

1い
「想定された論義」

11)「
形而上学的論義」

1カ

などとその意味をとって訳されもする。したが
って眼病,迷いは執着,煩悩から,執着,煩 1悩

は分別から,分別は戯論からおこる こ とに な
る。つまり眼病は分別,戯論からお こ る。 結

局,自性 (毛髪)は分別,戯論 (眼病)に よっ

て,本来ないのにあるようにみえるのである。
ここで仏教を離れて存在 (対象), 知識, コ

トバの関係を一般的に考えれば,我 々が存在に
ついて何か知った内容が知識で,知識はヨトバ

に写される。
13)こ の意味から,こ の小論の文脈

においては,知識とコトバは同じ内容のものと
考えてょい。知識の成立の一番基本 の と ころ

は,(も のを)区分けすること, 区別すること
である。一般には述語化するという。分別とは

分けること,区別 して考えることであった。し

たがって知識, コトバ,分別はここでは同義語
である。戯論もほぼ同じことをさす。そ うだと
して,それでは知識, コトバ,分別,戯論のど
の面が特に自性と結びつ くのか。知識, コトバ

には基本的に 2つ の特性がある。 1つはその回
定性, もう1つはその規約性である。固定性と
は,知識, コトバは区分けから出発するが,我
々が特定の知識, コトバを受l―lいれた以上,そ
の中ではその区分けに一貫性があること, コト
バについていぇば,そのコトバの中ではそこに
おけるいろいろな区分け (述語)は常に同じ意

味を保持 していることである。一旦できあがっ

た区分けあるいは述語は,他 と区別され,基本
単位として他に依存せず,途中で作 りかえられ
ることな く,出発時から存在しつ づ け る。知

『中論』の論理 ―ゴσp_

識, コトバのこうした特性を存在 (対象)の上
で考えれば, ものの自己完結性とな り,自性と

なるのである。知識, コトバにおける,出発点

としての区分けとその固定性が自性につながる
ことになる。

すると『 中論』が自性を否定するのは,それ
を成立させる根拠である,知識, コトバ,分冴u

の固定性の否定であるこ とに な る。無自性と
は,自性を成立させる枠組み (原 因)であると
ころの知識, コトバ,その中でそれらのもつ回
定性の否定であったゎけでぁる。しかしながら

もう1つの問題は,仮に『 中論』の眼目が,こ
の知識, コトバのもつ固定性の否定であったと
したとき, もしそれが知識, コトバ自体の全面
的否定を意味するなら,我 々がものを知るのは

知識, コトバによらざるをえないから,と いう
よりも知識, コトバがすなわち知ることである

から,知識, コトバを否定 してしまえば,そこ

に何も残らないことになる。虚無 (主義)であ
る。けれども『 中論』的立場から仮に否定され
たとしても,現に我々は知識をもち,対象につ

いて知ってお り, したがって身のまわ りのもの

も現に存在 しているのである。これは認めざる

をえない。この点をどう説明するかである。
この問題を解決するのが,知識, コトバの規

約性である。知識, コトバは成立した以上その

内部では固定性をもつ。しかしいかなる知識 ,

コトバができぁがるか,つ まりいかなる区分け
をまず行 うかには外からの強制はない。そこが

出発点で, この意味で規約なのである。これを

知識, コトバの規約性とよぶ。ぁる花をサクラ

とする,こ れは規約性である。そのサクラを実

体と考えるあるいは実体と結びつける, これが

固定性である。 実は,『 中論』の主張する, 知
識, コトバの否定は,その 2つ の特性の中,固
定性の否定であったと解釈 したい。固定性を否

定しても規約性は残る。知識, コトバ,分別 ,

戯論|ま 全面的に否定されたのではない。しかし

固定性は否定されるから無自性ではある。
そして『中論』の縁起とは,規約性としての

知識, コトバにより成立する世界のあ り方のこ
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とであるとしたい。そこには知識, コトバが存

在するから,それに対応して区分け (述語)は
存在する。したがってそこは我々の通常の世界

と同じである。しかし固定性が否定されている

から,それらの区分け (述語)は自性をもたな

い。知識, コトバからこの意味の自性性,実体

性が落ちれば,知識, コトバを実質的に規定す

るのは,互いの間の連関だけである。これが相

依相待である。これに対 して「相依る」,「ホロ待

つ」とい うのは,単に関係があるとい うだけで

はな く,「 Aがなければ Bがない」という形 の

むしろ同一といってもよい,要素間の単なる関

連以上のものだといわれるかも知れない。しか

したとえば「浄がなければ不浄がない」(23.10)

と述べられる場合の浄と不浄は,やは り1つの

区分け,線引きであ り, 2つ のものの関連であ

る。ただそれが固定性をもたず,規約的なもの

だから, ヽヽつでも消しうるのである。「浄」が

成立してお り,「不浄」 カミ成立 しているのでは

なく,「浄不浄」 とい う区分けが,規約性とし

て成立している,そ こを相依相待とよぶのであ

る。

このようにして縁起は成立するのだが,こ こ

では無自性と縁起は矛盾しない。知識, コトバ

の固定性の否定が無自性で, コトバの規約性に

もとづ く相依相待が縁起であるが,固定性と規

約性は別ものだから,一方の否定は一方の肯定

と矛盾関係にはない。また縁起とい う関係を成

立させる要素は規約性 と して,(実体としてで

はないが)存在しうるから,関係は要素の間の

関係として先に述べた循環論法にも落ちいらな

い。さらに知識, コトバの固定性はすてても,

規約性は残 り,規約ではあってもそれは知識 ,

コトバである。このことによって我々は知識 ,

コトバの全面的否定 としての虚無主義を避ける

ことができ,ま た知識, コトバを通さずに知ら

れるとされる特別な (神 秘的な)世界を考えるこ

とな く,知識, コトバを越えた特別な認識能力

を認める神秘主義からも自由になる。

虚無主義と神秘主義を認めない以上,こ の世

界は知識, コトバ,分別,戯論による世界であ
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る。それ以外にはあ りえない。しかし一方その

世界は固定性でなく規約性による世界である。

この戯論に よ る世界が『 中論』の もヽ う「世俗

諦」であ り,それが実は規約性であ る こ とが

「勝義諦」であると解釈したい。世俗諦はその

まま勝義諦である。次のようにいわれる。

「 2つ の真理 (二諦)に もとづいて,も ろ

もろのブッダの法の説示がなされている。世

間の理解としての真理 (世俗諦)と ,ま た最

高の真実としての真理 (勝義諦)と である」

(24.8)。

「およそこれら2つ の真理 (二諦)の区別

を知らない人々は,何びとも,ブ ッダの教え

における深遠な真実義を,知ることがないJ

(別 .9)。

「言語習慣 14)に
依拠 しな くては,最高の真

実は,説 き示されない。最高の真実に到達し

なくては,エ ルヴァーナ (涅槃)は証得され

ない」 (24.10)。

また規約性の世界は「仮設」の世界といっても

よい。次の24.18は 三諦偶として知られるもの

であるが,そ こには仮,仮名,仮設,施設など

と訳される prajnaptiの 語がでてくる。

「およそ,縁起しているもの,それを,わ
れわれは空であること (空性)と 説く。それ

は,相待の仮説 (縁 って想定されたもの)であ

り,それはすなわち,中道である」 (24.18)。

さらに幻とかガンダルヴァ城 (蜃気楼によって

生ずる幻の城)の喩が で て くる。これは規約

性,仮設性を喩えたものといってよい。

「あたかも幻のように,あたかも夢のよう

に,あたかもガンタ
｀
ルヴァ城のように,生は

そのようであり,住はそのようであり,減は

そのようである,と 説明される」 (7.34)。

「もろもろの煩悩も, もろもろの業も, も

ろもろの身体も,も ろもろの行為主体も, も
ろもろの果報も,ガンダルヴァ城のありかた

をしており,陽炎や夢に似ている」 (17.33)。

我々は,規約の世界,仮設の世界,つまり縁
起の世界に住んでいる。それは,固定性の否定

された, しかし知識, コトバ,分別,戯論によ



る世界である。くりかえせば,無自性とは, コ

トパ等の全面的否定ではなく,その固定性の否

定であり,縁起とは残された規約性としての世

界のあり方のことである。こういった無自性,

縁起のあり方をまた「空」とよぶのである。あ

とはこの枠組みの中で『 中論』の本文をどこま

で整合的に解釈できるかである。

(3)

『 中論』の内容

以上の枠組みのもとで,『中論』の 内容を検

討 したい。扱いたいのは『中論』の各章が何を

具体的に主張しているか,そ してその主張を根

拠づけるべ く用いられている論法である。

『中論』全27章のそれぞれの主張命題は,い
くつかの例外を除けば,すべて,こ とがらの否

定の主張である。しかしこの否定が独特であっ

て,それはあることがらAに対して「not A」

というのではない。ここで否定されるのはAで
はなくて,「 A」 と「not A」 をともに成立さ

せるような分別自体なので あ る。 Aあるいは

not Aと ぃ ぅ区分け (Aを立てれば not Aは

決まるからAと い う区分け)を立てること自体

の否定なのである。これはたとえば 1+1‐ 3を

否定するのに,その偽を (つ まり否定を)に うヽ

のでな く,数学自体を否定するようなものであ

る。このような場合は,否定によって数学自体

がな くなってしまうから, その後では 1+1‐ 3

でもなければ not「1+1‐ 3」 でもないことに

なる。数学がない以上両者について真とも偽と

もいえないのである。これを矛盾律の否定とす

るのは誤解と思 うが,表面的にはそのような事

態が生ずる。
13)

この特別な否定を表すべく,『中論』は また

独特な表現の仕方 を とる。 たとえば 20.19に

「そもそも,原因と結果が同一であるというこ

とも,決して成 り立たない。そもそも,原因と

結果とが別異であるとい うことも,決して成 り
立たない」とあるが,同一であることの否定な

ら,そのときは別異であることにな る はず だ

『中論』の論理 -27ヱー

が,別異の方も成 り立たないことをつけ加える
のは,それによって,原因,結果という区分け

自体の否定を示そ うとするからである。つまり

「Aでない」と言っておいて,す ぐに「not A
でもない」と続けるわけだが,「Aでない」で
は単にAの否定ととられるから,つづけて「not

A」 でもないことをいい,「 A,■Ot A」 なる分
別の否定であることを示すのである。

もう1つおさぇてぉ くべきは,『 中論』 の各
章はそれぞれ特定の区分けの仕方,分別を否定
するのだが,それらはある観点から選び出され
て否定されるのではなく,単に分別というもの
の実例にすぎないことで ぁ る。『中論』の行っ
ているのは,特定の種類の分別を否定し,特定
のものは認めるというのでなしに,否定される
のは分別自体,つまり分別そのものな ので あ
る。分別は知識,コ トバのことでもあったが,

否定されるのは特定の知識,コ トバで な く知

識, コトバを用いること自体なのである。

それではなぜ分別,知識, コトバは否定され

るのか,神秘主義をとらないかぎり,知識,コ
トバがなくなれば,すべてのものがなくなって

しまうはずである。というのはゃは りこ こで

も,否定されるのは知識, コトバ自体でなく,

知識, コトバ,分別の固定性なのである。固定

性としての分別は次節に示すごとくそこに矛盾

を含むことによって否定される。しかしそれ|ま

固定性に由来する矛盾である。分別の全面否定
でなく,固定性としての分別が否定されること

によって,逆に規約性としての分別が明るみに

出される。規約性としての分別は縁起のことで

あった。『中論』はこのようにして縁起を説く
のである。

かくして『中論』において否定されるのは区

分けのもつ自性性,固定性であるが, この区分

け,つ まり述語には,一般的には 2つ の種類が

区別される。 1つは 1変項述語つまり概念に対
応するものである。これが無自性とは,それら
が規約として成立していること,対応する実体
が存在しないことである。述語にはもう1つ ,

多変項述語,一般に関係とよばれる ものが あ
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る。これらも無自性であるが,こ ちらの無自性
をいうには, 2つ の可能性がある。関係は,個
物あるいは概念の組 (順序対)に対する区分け
である。この区分けが規約である,つまり関係

自体が実体として在在することはない,こ れが

第 1の言い方である。もう1つは関係を構成す

る項あるいは要素が無自性ならば,それらによ
って構成される関係も,無 自性になる, このこ

とである。『中論』の各章は「原因と結果」「主

体と行為」「薪と火」 などの関係を, 否定すべ

きテーマに扱 うが,その際の無自性の主張は後

者の方である。

以下各章の主張内容を,その類似によってい

くつかに分類して示したい。

A群  ものあるいはことがらが,原因によって

生ずることはない。これはすでに述べたような

意味における否定であるから, この後に「かと
いって生じない (滅する)こ ともない」と意味

上は続くのである。つまり原因によって生ずる

という分別の仕方自体の否定なのである。ここ

は八不でいえば不生不滅の主張にあたる。
1章 すべての存在は,他を原因として,自

分自身を原因として,ま た原因なくして,生ず

るものではない。つまり「縁から果が生ずる」

という形の分別は成 り立たない。

「もろもろの存在は, どこにおいても, ど

のようなものでも,自 身から,ま た他者から,

また両者から,ま た無因から,生 じたものと

して存在することは,決 してない」 (1.1)。

「以上の理由から,結果は縁から成立した

ものとして,ま た非縁から成立したものとし

て存在することはない。結果が存在しないの

であるから,縁 と非縁とはどうして存在する

であろうか」 (1.14)。

20章 複数の縁の和合によって果が生ずるの

ではない。また縁と果の結合も成立しない。

「集合によりつ くられた結果はない。集合

によらないでつ くられた結果はない。結果が

ないのにもろもろの縁の集合が, どうして存

在するであろうか」 (20.24)。

4章 特に色 (物質)について,それは四大
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(地水火風)と い う要素を原因 として生ずるも

のでない。このことは五蘊の他のもの (受想行

識つまり精神現象)についてもいえる。

「色がすでに存在している場合には,色の

原因は決して成 りたたない。色が存在しない

場合にも,色の原因は成 り立たない」 (4.4)

「原因をもたない色は, どのようにしても

決して成 り立たない。それゆえ色に関しては

どのような諸分析的思考をも考えるべきでな

もヽ」 (4.5)。

12章 特に苦について, 自から,他から,無
因によって生じたものでない。これは他の存在
についてもいえる。

「苦が結果であるとい うのは正 しくない」

(12.1)。

7章 有為の存在 (因縁によって作られた存

在)は生じて, その状態に止まって (住), そ
して滅する,と い う3つ の特質 (相)を もつと

される。しかし3相は成立 しない。したがって

有為もな く,無為 もない。

「生と住と滅とが成立しないがゆえに,つ
くられたもの (有為)は存在 しない。有為が

成立しない場合に, どうして,無為が成立す

るであろうか」 (7.33)。

21章  生成と壊滅は成立しない。生存が因果

の発生,消滅の連続とい う考え方は 正 し くな

ヽヽ 。

「壊減は,生成を難れても,共であるにし

ても,ま ったく存在しない。生成は,壊滅を

離れても,共であるにしても,ま った く存在

しない」 (21.1)。

「生成も壊滅も,空であるものには決して

成 り立たない。また,生成も壊滅も,空でな

いものには,決 して成 り立たない」 (21.9)。

B群 前後という区別,その他の序列も成立し

ない。過去,現在,未来も存在しない。

11章 前後の区別,生 と老死,原因,結果,

本体と相,受 と受者などの区別も成立しない。

本際 (以前の状態)は存在せず。

「ただ輪廻において前の究極 (本際)カミ存

在しないだけでなく,結果と原因と,所相と



相と,感受作用と感受する者と,お ょそどの
ようなものであろうと,一切の存在に前の究
極は存在しない」 (11.7)。

19章 過去,現在,未来さらに上下,数の順
序すべて存在しない。また時間は存在しない。

「それ故現在と未来との時もまた存在しな
い」 (19.3)。

C群 任意の行為 に つ い て,行為を行 う主体
(作者),その行為の対象 (所作),行為自体 (作

法)は存在 しない。こういった区分けは勝義に
は不成立である。 2章で代表させればこれらは
八不の不去不来にあたる。

2章 去るとい う行為は成立しない。

「それゆえ,去ること (去)と ,ま た去る

主体 (去者)と ,ま た去られるべきところ (所

去処)と は存在 しないのである」 (2.25)。

8章 行為主体と行為という分別の否定。

「すでに実在しているこの行為者が,すで

に実在している行為をなすこ とは な い。ま

た,ま だ実在していない行為者が,ま だ実在

していない行為を試みるということもない」

(8。 1)。

3章 見る者ヵ見られる者,見る作用という

区分けは成立 しない。聞 く,嗅 ぐ他についても

同様である。

「見るはたらきが見るのではない。見るは

たらきでないものが見るのでもない」 (3.5)。

「見るはたらきを欠いても,ま た欠いてい

な くても,見る主体は存在しない。見る主体

が存在しないときには,それらの見られるも
のも,見るはたらきも, どのようにして存在

するであろ うか」 (3.6)。

9章 見る,聞 くなどについて,その主体が

それらの作用より先に存在することはない。

「およそ,見るはたらき,聞 くはたらきな

ど,ま た感受作用 (受)な どが,或る者 (主

体)に所属 してお り,その者はこれらに先行

して存在 していると,そのように,或る人々

(反対者)は主張する」 (9.1)。

6章 貫 りと貪る者の区別,両者の結合は,

成立 しない。

『中論』の論理 一ヱ7J―

「貪 りの成立することは,貴る者との結合
の場合にも,非結合の場合にも,ない。貴 り

と同様に,すべてのものの成立することは ,

結合の場合にも,非結合の場合 に もな い」

(6.10)。

D群  2つ のものについて,それらが互に異る

とか同一であるとかい うことは成立しない。 2
つのものは別体でも同体でもない。そしてさら
に 2つ のものの結合は成立 しない。八不の不一

不異にあたる。

10章 火と薪が結合 したところが燃ぇるであ
ろ うが, この火と薪が異るものとしても,同 じ
ものとしても矛盾が生ずる。

「さらに,火は薪ではない。火は薪とは異
る別のところに有るのでもない。火は薪を所

有するものではない。また火のなかに薪が有
るのではない。薪のなかに火があるのではな
い」 (10.14)。

14章 見る者,見られるもの,見ることは 1

つの区分けであるが,それらが結合することは

ない。ものが他のものから異るということは成
り立たない。 2つのものの結合も成 り立 た な
ヽヽ。

「どのようなものにとっても, どのような

ものとも別異であるということは,成 り立た

ない」 (14.4)。

「別果であるものがそれとは別果である他
のものと結合するとヽヽうことも, 正 し くな
い。現に結合しつつあるものも,すでに結合
したものも,ま た結合するものも,存在しな
い」 (14.8)。

6章 たとえば貫と貫る者の結合は成立しな
い。一般に結合は成立しない。したがって貫は

成立しない。

「このように,負 りの成立することは,貫
る者との結合の場合にも,非結合の場合にも

ない。貫 りと同様に,すべての くもの〉の成

立することは,結合の場合にも,非結合の場

合にも, なもヽ」 (6.10)。

E群 有とは自性をもって存在する こ とで ぁ
る。有の変化が無である。しかし自性,有,無



ずである。なぜなら縁の中に果がなくても果が

生ずるとするなら,果は縁でないものからも,

何からでも生ずることになってしまう。しかる

に縁の中を如何にさがしても,果あるいは果の

自性はない。したがって縁から果は生じない。

「もろもろの縁において,部分的にもまた

総体的にも,それの結果は存在しない。もろ

もろの縁のなかにおいて存在していないもの

が, どうして, もろもろの縁から生ずるとい

うことがあるであろうか」 (1.11)。

「しかも, もしそれ (結果)は (縁の中に)

存在していないとしても,それらもろもろの

縁から現れるというならば,結果はどうして

非縁からもまた,現れることがないのであろ

うか」 (1.12)。

「実にもろもろの存在の自性は縁などのな

かには存在しない」 (1,3)。

② 縁と呆というが,果であることがらが無

自性 (固定性として生じていない)な のだから,

それに対応する縁も無自性である。

「<こ れらのものに縁ってそれが生ずる>
といわれるとき, これらがそれの縁であると

伝えられている。したがってそれが生じない

かぎりにおいて, これらはどうして縁でない

ものでないのか」 (1.5)。

〇 もし果がすでに成立しているものだとし

たら,すでに成立している果に,成 立 の 原因

(縁 )を さらに考える必要|まない。

「事物が無いときにも,有るときにも縁tま

妥当しない。なぜなら,事物が無いときは,

無である何物にとっての縁なのであろうか。

また事物がすでに有るときは,その有るもの

において,あ らたに縁をもって,何をなすの

か」 (1,6)。

④ 果は縁から生ずるとしても,その禄なる

ことがら|よ本来無自性なものである。

「結果|ま 縁から成立したものであるとして

も,ま たもろもろの縁はそれ自身から成立し

たものでない。結果が無自性な縁から現われ

ているとするならば,結果はどうして縁から

成立したものであろうか」 (1.13)。

『中論』の論理 一ヱ75-

1章だけで他の章の論法の紹介は 省 略 す る

が, 1,20, 4の 各章は直接,原因結果の関係

を問題にし, 7,21の 各章は「生ずる」という

過程を問題に して い る。そしてそこでの論法

は,「原因一結果」の関係や「生ずる」ことを認

めたとき生ずる不合理 (矛盾)を指摘すること

により,その不成立を主張する背理法である。

さらに,その際導かれる矛盾は同じ型のものに

みえる。 つまり, それは,「別異」と「同一」

を同時に主張するところに起る矛盾である。た

とえ_ば原因と結果の関係を考えたとき,我 々は

まず原因と結果を 2つ のものとして分けて立て

る。その上で今度は 2つ の関係を云々すること

で, 2つを結びつけて考える。「分けて」おい

て「結びつける」のである。分ける とい うの

は, 2つを全 く無関係な実体として (自 性をも

つものとして)立てることである。これを別果

とよがことにする。一方結びつけるとは,徹底

して考えれば,それらを別黒とみないこと,結
合の一方の要素がなくなればもう一方も意味を

失 うようなものとして両者を扱 うことである。

つまり,その意味で両者を同一と考えることで

ある。別果も同一もここでは徹底した形で考え

られねばならない。そのうえでこの別果と同一

の両立は矛盾|こ なる。これを一果の矛盾と名づ

けることにする。我々の分別は,自 性を認める

かぎり,こ の別果をいわなければならない。そ

して関係を問題にするかぎり,同一をいわなけ

ればならないのである。故にどうしても矛盾に

落ちいらぎるをえない。したがってその意味で

の分別を捨てなければならない。一果の矛盾と

それにもとづ く背理法が『中論』の論法の中″じ、

である。

たとえばCIよ縁の中に呆がなければいけない

とするが, これ !よ 同一の主張である。禄と果は

究極には同じものでなければ,因果という関係

は成立しない。しか し縁 と果を分ける以上,そ
のこと|ま 成立 しない。そこに矛盾がある。〇|よ

果がないのだから縁もないと言 うが, こうした

ことがいえるの|ま 縁と果が関連をもつものとし

て同一視されるからである。同じものであれば



―ゴタσ一 国際商科大学論叢 商学部編 第32号

果に自性のないことは縁に自性のないことであ

る。関係というのは本来そういうものだという

のである。③も同じである。今度は果が成立し

ているのだから,同 じものである縁がさらに威

立する必要はない。関係は徹底すればそういっ

たものである。にもかかわらず自性をもった原

因と結果を区別して立てればそのような関係は

成立しなくなる。

一異の矛盾を避けるにはどうした ら よい の

か。 1つ のや り方は一か異かどちらかを消して

しまうことである。まず同一の方を消して別異

のみ立てれば, ここでは関係は本質的には成立

しない。あるのは互に別異なるものい くつかだ

けになる。唯名論とはこうい う立場であろう。

個物のみが存在 し,基本的なところはそれで終

りである。しかしイ回物には自性性があるからこ

れは仏教ではとらない立場である。反対に別黒

を消して同一のみ立てることもできる。しかし

最初から同一のみで,別異つまり区分けがなか

ったら,知識は何も成立 しない。したがって存

在もただのっぺらぼうにあるだけになる。それ

では別果のもつ固定性を消して規約としての別

黒だけ残 したらどうだろ うか。規約としての別

果はいわば関係 (同一)と 両立するような別果で

ある。規約であるからつまり徹底 してあ くまで

引異を主張するわけではない。む しろ,区分け

を仮設し,関係を成立させるところの別異であ

る。とすれば,一果の矛盾は固定性の世界に起

こることで,規約性の世界 (縁起の世界)に は

起らない。『中論』は世界は 一異の矛盾を含む

ものである,つ まり世界の矛盾性を述べたので

はなく,一果の矛盾の起らないような世界,つ
まり規約の世界を示 したのである。

B群は順序,序列の不成立をい う。まず11章

|ま 前後の序列の不成立をい う。

③ 始めもな く終 りもないものに は 中 もな

い。そのような場合には前も後も同時も成立 し

えない (11.1,11.2)。

③ 生と老死を考えたとき,生が前,老死が

後なら, こうして区別されて考えられた生は老

死を伴わないものになる。しかしそれでは不死

昭和 60年 9月

なる人が存在するとい う不合理に落ちいる。 ま

た老死が前で生が後とするなら老死は無因のも
のになる。生と老死が同時とすれば生じつつあ

るものが死ぬことになり,生も老死も無因のも

のになる。故に生と老死という順序は成立しな

もヽ (11.2～ 11.5)。

19章は時間が存在しないことをいう。

O まず現在,未来は過去に相待して存在す

るわけだが,そ うだとすると現在,未来は過去

時の中になければならない。しかしそのような

ことはない。それ故現在,未来の時は成立しな
い。同じことは過去を現在,未来にいれかえて

もいえる。また,上中下,数の順序についても

いえる。

このようにして矛盾が生じたから前,後の順

も時間順序も勝義には不成立だというのである

が, ここでも一異の矛盾がきいている。生と老

死は 1つの関係でその意味で究極的には同一な

ものだが,前後として分けてしまえば別果にな

ってしまうわけである。②は①と同じである。

③の始めもなく終りもないとは区別が全 くない

ことである。そこに前後の区別はありえない。

通常我々は生は老死に至ると関係づけながら,

一方では生と老死を固定的に分けている。この

両方を徹底させれば矛盾に落ちいるはず で あ

る。そこを『 中論』は指摘する。

C群は行為主体,行為対象,行為自体の区男」

の勝義に|よ 成立しないことをい う。 2章がこの

代表的なもので,そ こでは去るという行為が分

析される。そこにおける論法をいくつかあげて

みる。

③ 去るという行為があるとすれば,それは

すでに去った者,ま だ去らない者,現に去りつ

つある者のどれかに所属する行為のわけだが,

すでに去った者が去っていること,未だ去らな

い者が去っていることはありえない。そしてす

で|こ 去った者及び未だ去らない者の他に現に去

りつつある者は存在しない (2.1)。

0 それでも「去りつつある者が去る」とい

うならば, この去りつつある者ということの中

にその者を規定するものとして去るがあり,一
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果に自性のないことは縁に自性のないことであ

る。関係というのは本来そういうものだという
のである。③も同じである。今度は果が成立し

ているのだから,同 じものである縁がさらに成

立する必要はない。関係は徹底すればそういっ

たものである。にもかかわらず自性をもった原

因と結果を区別して立てればそのような関係は

成立しなくなる。

一異の矛盾を避けるにはどうした ら よい の

か。 1つのや り方は一か異かどちらかを消して

しまうことである。まず同一の方を消して別異
のみ立てれば,こ こでは関係は本質的には成立

しない。あるのは互に別異なるものいくつかだ

けになる。唯名論とはこういう立場であろう。

個物のみが存在し,基本的なところはそれで終

りである。しかし個物には自性性があるからこ

れは仏教ではとらない立場である。反対に別異

を消して同一のみ立てることもできる。しかし

最初から同一のみで,別異つまり区分けがなか

ったら,知識は何も成立しない。したがって存

在もただのっぺらぼうにあるだけになる。それ
では別異のもつ固定性を消して規約としての別
異だけ残したらどうだろうか。規約としての別

果はいわば関係 (同一)と 両立するような別異で

ある。規約であるからつまり徹底してあくまで

別異を主張するわけではない。むしろ,区分け

を仮設し,関係を成立させるところの別果であ
る。とすれば,一果の矛盾は固定性の世界に起
こることで,規約性の世界 (縁起の世界)には

起らない。『中論』は世界は一異の矛盾を含む

ものである,つまり世界の矛盾性を述べたので

はなく,一果の矛盾の起らないような世界,つ
まり規約の世界を示したのである。

B群は順序,序列の不成立をいう。まず11章

は前後の序列の不成立をい う。

③ 始めもなく終 りもないものに は 中 もな
い。そのような場合には前も後も同時も成立し

えない (11,1,11.2)。

⑥ 生と老死を考えたとき,生が前〕老死が

後なら, こうして区別されて考えられた生は老

死を伴わないものになる。しかしそれでは不死
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なる人が存在す るとい う不合理に落ちいる。 ま

た老死が前で生が後 とす るな ら老死は無因のも

のになる。生と老死が同時とすれば生じつつあ

るものが死ぬことになり,生も老死も無因のも

のになる。故に生と老死という順序は成立しな

もヽ (11.2～ 11.5)。

19章は時間が存在しないことをい う。

④ まず現在,未来は過去に相待して存在す

るわけだが,そ うだとすると現在,未来は過去

時の中になければならない。しかしそのような

ことはない。それ故現在,未来の時は成立しな
い。同じことは過去を現在,未来にいれかえて

もいえる。また,上中下,数の順序についても

いえる。

このようにして矛盾が生じたから前,後の順

も時間順序も勝義には不成立だというのである

が,こ こでも一異の矛盾がきいている。生と老

死は 1つの関係でその意味で究極的には同一な

ものだが,前後として分けてしまえば別果にな

ってしまうわけである。①は①と同じである。

⑤の始めもなく終りもないとは区別が全くない

ことである。そこに前後の区別はありえない。

通常我々は生は老死に至ると関係づけながら,

一方では生と老死を固定的に分けている。この

両方を徹底させれば矛盾に落ちいるはず で あ

る。そこを『 中論』は指摘する。

C群は行為主体,行為対象,行為自体の区別
の勝義には成立しないことをいう。 2章がこの

代表的なもので,そ こでは去るという行為が分

析される。そこにおける論法をいくつかあげて

みる。

③ 去るという行為があるとすれば,それは

すでに去った者,ま だ去らない者,現に去りつ

つある者のどれかに所属する行為のわけだが)

すでに去った者が去っていること,未だ去らな
い者が去っていることはありえない。そしてす
でに去った者及び未だ去らない者の他に現に去
りつつある者は存在しない (2、 1)。

③ それでも「去りつつある者が去る」とい

うならば,こ の去 りつつある者ということの中

にその者を規定するものとして去るがあり,一



方その者が去るのだから, こちらにはまた別な
去るがあることになる。去るの 2重性である。
これは不合理である。また別の面からいえば,

この場合去りつつある者は去ること以前に存在
するから,そ こにおいては去ることなしに去る
ことが成立することになる。これも不合理であ
る。

「現に去 りつつある者に,実に, どうして

去るはたらきが成 り立ち得るであろうか。現
に去りつつあるものに二つの去るはた らき
は,成 り立たないからである」 (2.3)。

「現に去 りつつあるものに去るはたらきが
あるというならば,その人には去ることを離
れても,現に去 りつつあるものがあるという
誤りが付随する。なぜならば現に去りつつあ
るものが去るというからである」 (2.4)。

⑩ 次に去るという行為を去る主体に属する
ものとして立てるや り方があるが, これも不成
立である。 ③と同じく,「去る者が去る」には

去る者を成立させる去ると,去る者が去るの去
るの2つ の去るがあることになる。また去る作
用なくして去る主体がすでに成立しているとい

う不合理におちいる。

「去る主体は去ると主張するならば,その

人には,去 るはたらきが無 くても,去る主体
があるという誤りが付随することになる。去
る主体に去るはたらきがあると主張している
からである」 (2.10)。

「さらにまた,も しも去る主体が去るとい

うならば,二つの去るはたらきという誤りが

付随することになる。すなわちそれにもとづ
いて去る主体といわれ る もの と,去る主体
でありつつそれが去るというそれ で あ る」
(2.11)。

① 去るという行為が去る主体と同じとすれ
ば,主体と行為が同一であるという誤 りにおち
いる。別とすれば去る主体なしに去ることが,

去ることなく去る主体が可能になる。同じとし
ても異るとしても成立しないこの両者は成立し
たRヽ  ヽ(2.18-2.21)。

2章では この他に,去 るとい う行為に始 まり

『中論』の論理 ―ヱ77-

がみいだせない こと,止 っていることが成立 し

ないから去るも成立しないことをい うが,中心
になる論理は, 去るの二重性である。「Aが B
する」というとき,Aと Bは分けて考えられて
いるから, この点からは別異の立場である。し
かしこれはAと Bの関連をいうから,同一の立
場からはAと Bは究極的には同一,少なくとも
分離できない。その意味でAを ,Bに関連して

成立する点からB′ と表わしてもよい。この同一
の立場からするB′ に別異の立場から「Bする」
をつけカロぇると「B′ がBする」となり,B′ の
Bと BするのBと 2つ のBが成立することにな
る。同一と別異を両立させたためである。これ
が◎①の前半である。一方別異の立場からは,

Aと Bは無関係な別物である。その立場からは
Bか ら独立にAが成立しうる。Bつ まり去るな
くしてA(去る主体)が ありうる。しかしこのA
は同一の立場からは去るに無関係には考えられ
ないところの去る主体である。これが③①の後
半の論理である。①は同一とすると別果 (こ こ
では去る主体と去るの別)はでてこず,別異と
すると同一 (去 ると去る主体の結びつき)はでて
こないことをいう。これも一異の矛盾である。
D群は 2つ のものの同一,別果,結合を分析

する。lo章の火と薪の議論が代表的なものであ
る。

② 薪と火が同じものなら作者と作業が一致
する誤りが生ずる。

⑥ 両者が別であるとすると,薪なしに火が

あることになり,火は常に燃えており,因によ
つて生じたものでないことになる。常に燃えて
いるから火をつけること (発起)が不要でした
がつて燃えるという作用のないものになる。常

燃の過失である。

「もしも<お よそ薪はすなわち火である>
というならば,行為主体と行為とは同一であ
る,と いうことになるであろう。またもしも
<お よそ火は薪とは異って別である>と いう

ならば,火は薪を難れても,存在することに
なろう」 (lo.1)。

「火と薪が別とすると火はつねに燃えてい
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るものとなるであろうし,また燃える原因を
持たないものとなるであろう。ぁらためて燃
え始めることは,無意味になってしまうだろ
う。そのようでぁるならば, また火は作用を
持たないものである, といぅことになるであ
ろう」 (lo.2)。

「他のものに依存することがないから,火
は燃える原因を持たないものとな るであ ろ
う。つねに燃えているものであり,あらため
て燃え始めることは無意味になってしまう,

という誤 りが付随する」 (lo.3)。

① 火が薪と異るとき火は薪に達することは
ない。したがって火が薪を焼 くといういい方は
できない。焼くことがないから消えることもな
く, したがって火は常に火でありつづける。

「火が薪とは異る別のものであるなら,火
は薪に到達しないことになるであろう。まだ

到達しないものは,燃えることはないであろ

う。さらにまた燃えないならば,消えること
はないであろう。また消えな ヽヽ ものは,そ
れ自身の特相を持って存続するで あ ろ う」
(10.5)。

⑥ 火と薪が別体なら,別々の無関係のもの

だから,逆に火は思いのままに薪に至ることが
できる。

「もしも火と薪が相互に離れた別のもので

あるとするならば,火は薪とは異る別のもの

であって, しかも火は望みのままに,薪に到
達することになるであろう」 (lo,7)。

① 両者が相待して成立するというなら, ど
ちらが先に成立するのだろうか。もし薪が先で

火があるとするなら,すでに成立してい る火
が,そ こにおいて再び成立することになり,別
の面からいえば薪tま火なくしてすでに成立して
いることにもなる。

「もしも薪に依存して火が有るのであるな

らば,薪はすでに成立している火をさらに成
立させることになろう。このようであるなら

ば,火を持たない薪もまた存在することにな
るであろう」 (lo.9)。

① 相待関係には次のディレンマが生ずる。
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「依存 して成立するよ うな,そ のような存

在はそれがまだ成立していないときには, ど
うして依存することがあろうか。しかるに,

もしもすでに成立しているものが他に依存す
るとすれば,あらためて他に依存するという
ことは正しくない」 (lo.11)。

14章 は見る主体,見 られる対象,見る作用を
例に,結合のおこりえないことを言 う。

⑥ 乳と水の如く2つ のものが全く異ったも
のであるなら結合するとい うことがいぇる。し
かしいかなるものも他のものと異ることはあり
えない。なぜなら,異るものAは Bに よって異
るものになるのであって,Bがなければ異った

ものでありえない。その意味でAは異ったもの

とはいえない。

「別異であるもの (A)は,それとは別果
である他のもの (B)に縁って,別異の他の

ものとしてあるのであり,別異で あ る もの

(A)は,それとは別異である他のもの (B)
を離れては別異のものでなくなってしまう。

しかも,お よそ或るもの (A)ヵミ,別の或る

もの (B)に 縁っている場合には,これ (B)
がそれ (A)から別果であることは成 り立た

ない」 (14.5)。

6章後半も別体と結合について述べる。

① 2つ のもの (こ こでは貫と貫者)ヵく一体

ならさらに合することはありえない。また別体
であるなら,別体なのだから合する ことは な
ヽ 。ヽ

③ また,男ち体なるとき合一があるとするな

ら,負 と負者が結合している場合,さ らにこの

2つの別体は如何にして成立するのか。もしこ

の2つが別々ならば何のために結合を考えるの

か。ここに循環論がある。

「もし別果であるときに結合があるとする

ならば,貪 りと貴る者は互に別異のものであ
るということが, どうして成立するのであろ

うか,なぜならそれら両者はすでに結合して
いるからである」 (6.6)。

「あるいはまた, もしも貫りと貪る者とが

互いに別異のものとして,すでに成立してい



るとするならば,それら両者の結合を他方で
何のために汝は想定するのか」 (6.7)。

「互いに別異であるということは成立 しな
いといつて,汝はこのような両者の結合を求
めている。ところが,結合を成立させるため
に,汝はさらに両者が別異であることを主張
しているのである」 (6.8)。

D群には一異の矛盾が端的に現われている。
火と薪のある種の関連が燃えることでぁる。こ
れは燃えるといぅコトバの約束によってそぅで
ある。通常そのように使 っている。これは同一
の立場である。一方火と薪を別異の立場で分け
て考えた以上,そ こから同一は決してでてこな
い。分けた立場では火は常燃であ り,火が薪に
決して達しないことも,逆に火が薪に自由に到
ることも共に可能になる。両者無関係の別体だ
からである。同一と別異は両立 しない。①は⑩
と類似である。同一の立場からは薪はその中に
火を含むものである。それがさらに燃える (火 )

を!｀
空砦弔釜景品E曾わさT音旨昼録ぜズ及各

てきたのなら,先に成立しているこの薪は火と
全く無関係なものになる。しかし燃えるものを
我々は薪とよぶのである。

①④は結合つまり同一と別異は本来的に非両
立なものであるにもかかわらず,両立させてし
まっているところからくるブトをいう。
E群は自性性の批判である。これについて|ょ

すでに扱ったから, ここでは変化は自性と両立
しない点のみとりあ|ゲ る。13章 と15章の内容で
ある。

② Aが Bに変化する場合,A, Bがそれぞ
れ自性をもった具ったものなら,Aに もBに も
変化はありえない。たとぇば青年と老人をはっ
きり区男」してしまえば,青年は老い る ことな
く,老人はさらに老いることがない。

「なぜならば青年は老いることが な tヽ か
ら。また,老人|よ老いることがないからであ
る」 (13.5)。

② もしもものそのものに変化の性質がある
なら,つ まり変化がそれ自体に よって起 るな

『中論』の論理 一ヱ79-

ら,乳がそのまま酪 (チ ーズ)であること,ぁ
るいは乳以外の任意のもの (た とぇば水)ヵ【そ
のまま酪であることが可能になる。

「もしもそのものに変異することがぁるな
らば,乳はそのまま酪であることになるであ
ろう。また乳と異っている何ものか につ い
て,それは酪でぁるといぅことが,存在する
ことになるであろう」 (13.6)。

変化とはAが Bになること,っ まりAと Bが
一致することでぁる。Aが自性をもつことはっ

婁花と宮号富El],し慶テヤ]畳 竹昂量を意身層挙
ることになる。

槃景繁督桂警『名督督を得芋を晟象垢蟹戦を、塚は重要なところであるが, ここでは省略する。
起F匿|ま去品F顧繁F属室

ど
笹啓絲伊晶窒嘉露

どがそれである。その中い くつかはすでに扱っ
てしまった。残 った若干をあげる。

「生死の世界にはニルヴァーナと, どのよ
うな区万Uも 存在 しな い。 エルヴァーナには
生死の世界とどのような区別 も存在 しない」
(25.19)。

「エルヴァーナの究極であるものは,生死
の世界の究極でもある。両者にはきゎめて微
細などのような間隙も,存在 しない」(25.20)。

「汝が,縁起と空性を破壊するならば,汝
|ま また,世間における一切の言語習慣を破壊
することになる」 (24.36)。

これらは世俗諦と勝義諦の一致を述べている
とみてよい。生死の世界,言語習慣は世俗であ
る。しかしそれが空性,エ ルヴァーナといぅ勝
義に一致する。世俗諦 |ま 縁起の世界に区分けの
あることをいう。勝義諦はそれが固定性でなく
規約であることをい う。世俗諦,勝義諦は同じ
ものを別の面から見たものであ り, しかも互に
他によらずには説明できないものである。

縁起の世界をまた空とよぶ。そこは固定性と
しての分別が成立しない世界である。その意味
でいかなる分ガ」もない。
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「エルヴァーナとは一切の得ることが寂滅
し,戯論が寂滅して,吉祥なるものである。
ブッダによって, どのような法 (教え)も ,

どのような処でも,だれに対しても,説かれ
たことはない」 (25,%)。              2)
「一切のものは空なのであるから,何が無

限であろうか,何が有限であろうか,何が無
限であり且つ有限であろうか,何が無限でも
なく有限でもないのであろうか」 (25.22)。

しかし空の世界は一方,規約性としての分別
の世界でもある。すべては規約であり,規約と
しての分別は成立しているのである。

「およそ,空であることが妥当するものに

は,一切が妥当する。おょそ,空であること
が妥当しないものには,一切が妥当しない」   働

(%.14)。

「無常であるものにおいて常であ る とす
る,こ のような執着がもし顧倒であ るな ら   4)
ば,空においては無常であるという執着もど

うして顛倒でないのか」 (23.14)。

以上『 中論』の論理を,知識, コトバに固定
性と規約性を区別することをテコにみてきた。
この2つ のコトバの意味をもっとはっきりさせ

なければならないが, これらは,大 き くい ぇ
ば,世界を実在性のもとにとらえるか,整合性
のもとにとらえるか (実在性を落せば残された

真理基準は広い意味での整合性しかないから)

という夕未解決な重要問題の系譜に属するもの

である。空観は後者にくみするもの と考 え る

が, このつなが りに,空観のさらに検討されね

ばならない,今 日的意義があるように思える。

(昭和60年 4月 20日 )
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

15)

注

1)次 の和訳を参照 した。

中村元訳,中村元『 ナーガールジュナ占講談

社,昭和55年 ,pp.226-323.

三枝充恵訳,三枝充恵『中論』第二文明社 ,

日召斉159塗F                                       16)

平川彰抄訳,中村元編『大乗仏 典』 筑 摩 書
房, 日召和]49年 , pp. 359-376.

漢訳は青目釈羅付訳『中論』大正 蔵 経 第 30

き,書 き下し文三枝,前掲書を参照 した

注釈としては次を参照 した

月称釈『 プラサンナパダー』の和訳として,

1章から11章 まで山田益訳『月称造中論釈』
{司 ,日弘文堂,昭和24年 12章から17章 まで

(未定稿)荻原雲来訳『荻原雲来文集』昭和
13年 15章のみ長尾雅人訳『世界の名著 2大
乗仏典』中央公論社,昭和42年 _

清弁『般若灯論』の18章 のみの和訳 として,

梶山雄一訳『 世界の名著 2大乗仏其』中央公

論社,昭和42年 .

青目釈『中論』書き下 し文三枝,前掲書

『 中論頌』本文の引用は,統一の意味から三

枝訳を用いた。小論の文脈の関係から若干文

字をいれかえたところがある

8.12は『 中論』第 8章 (品 )の第12侶 の略とす

る、

以下同 じ.

参考文献 (1),p.92

参考文献 (3),p.147

参考文献 (2),p74.

先の 3者の説明がまちがっているというので

1ま ない 同 じことをいうに しても,丹」な道を

さぐろうというのがこの小論の意図である

長尾雅人訳,前掲書,p273.

参考文献(a

三枝前掲書

参考文献(3)

これらの点についてはチ出稿「論理,矛盾,弁
証法」(『国際商科大学論叢―商学部編』31号 )

を参照 なおこの拙稿の続きとして,こ の小

論を読んでいただければ幸いである

vyavahara, 俗, 言説, 参考文献 (1), p 152

参照 .

清弁における定立的否定,非定立的否定はこ

れに関連するように思える 江島恵教『中規

思想の展開』春秋社, 昭和55年 , p.113以
下,あ るいは同「自立論証派―バーヴ7ヴ イ

ブェーカの空思想表現」参考文献 (7)所 載 参

照 .

代表的論証を以下通 し番号であげる.



参考文献 (空観についての一般論を含むもの)

(1)安井広済『や観思想の研究』法蔵館,昭和36

年.

(2)梶 山雄一・上山春平『空の論理 〈中観〉』 (仏

教の思想 3)角川書店,昭和44年

(3)中村元『ナーガールジュナ』(人類の知的遺産
13)講談社,昭和55年 .

(4)山 口益『般若思想史』法蔵館,昭和26年

(5)上田義文『大乗仏教思想 の根本構造』 百華
苑,昭和32年

(6)長尾雅人『中観と唯識』岩 波書店, 昭和53

年.

(7)平川他編『講座 ,大乗仏教 7-中観思想』春

『中論』の論理 ―Z8ゴー

秋社,昭和57年 .

矢島羊吉『空の哲学』日本放送出版協会,昭
和58年 .

雑誌『理想 No.610-特集空の思想』理想
社,昭和59年 3月 号.

梶山雄一「空の世界」上山 ,梶山編『仏教の
思想』中公新書,昭和49年 ,所載ゃ

梶山雄一「中論における無我の論理」中村元
編『 自我と無我』平楽寺書店,昭和38年 ,所
載

仏教思想研究会編『空』 (上 ),(下)平楽寺
書店,昭和56年


